
災害時連絡体制表

＜Ａ＞（休日急病診療所の診察開始前に連絡を行う場合）
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別添参考資料3

市災害対策本部

小牧市医師会
副会長

休診担当理事 等

小牧市歯科医師会
会長

小牧市薬剤師会
会長

休日急病診療所
所長

保健センター

①警報の発令状況により、休診

等の対応について休日急病診療

③保健センターから三師会関係委員

へ対応についての報告を行う。

④事務担当職員経由

又は保健センターか

ら直接、担当の出勤

者（歯科医師、薬剤

⑤保健セン

ターから当日

担当の出勤者

（内科、小児

科、外科医

師）へ連絡。

⑥看護師の代表

者及び事務責任

者を通じて、当

日担当の出勤者

（看護師、事務

員）へ連絡。

②①と並行して保健センター所長が市災

害対策本部と、協議。休診が決定した場

休診が決定した場合は、以下の対応に進む。
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＜Ｂ＞（休日急病診療所の診察開始後に連絡を行う場合）

休日急病診療所

小牧市医師会
副会長

休診担当理事 等

小牧市歯科医師会
会長

小牧市薬剤師会
会長

保健センター

保健センター
休日急病診療所

所長

①警報の発令状況により、休診等の対応につ

いて判断し、所長の判断を仰ぐ。

②保健センターからの連絡を受け、その対応

についての判断を下す。

③保健センターから三師会関係委員へ対応に

ついての報告を行う。

④保健センターから休日急病

診療所へ連絡。
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